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協議会の位置付けと今後の進め⽅について 
 
１、背景と本協議会の位置付け 

地域公共交通の利⽤者は、モータリゼーションの進展や⼈⼝減少によって減少傾向にあり、⺠間交通事業
者が営利事業として地域公共交通を維持していくことは難しくなっています。このため住⺠の移動⼿段の確
保について本市を含む地⽅⾃治体の果たす役割が⼤きくなってきています。交通政策基本法においても、第
9 条に地⽅公共団体の責務として「交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地⽅公共団体の区
域の⾃然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定められています。
また、地域公共交通活性化再⽣法（2020 年、以下「活性化再⽣法」と表記）第４条第３項にも「市町村は
主体的に地域公共交通の活性化・再⽣に取り組むように努めなければならない」とされています。 

 
本市が主体的に地域公共交通施策に取り組むには、交通事業者をはじめとして、市⺠や利⽤者などの様々

な関係者と協議を⾏う必要があります。こうした様々な関係者と個別に協議や調整をして合意形成を図るの
は煩雑であり、また、関係者相互の情報共有もできません。したがって、関係者が⼀堂に会して協議を⾏う
⽅が効率的であるため、これまでは道路運送法に基づき⾃治体が「地域公共交通会議」を開催して、コミュ
ニティバスやデマンド型交通、⾃家⽤有償旅客運送等について協議検討するとともに、様々な実証実験や本
格導⼊などが⾏われてきました。 

⼀⽅、「地域公共交通会議」は道路運送法に該当するバス・タクシー事業が協議の主な対象となっており
ましたが、移動⼿段の多様化により既存の福祉輸送や病院・商業施設等の送迎サービス、近年多様化するカ
ーシェアやシェアサイクル、レンタル電動キックボード（特定⼩型原付）などの新たな移動サービスを含め
た幅広い対応が必要となってきております。このための協議組織を設置する根拠法が「活性化再⽣法」で、
協議組織のことを通称「法定協議会」といいます。法定協議会では、地域公共交通施策の取り組み内容につ
いての計画を策定し、計画に基づいて各事業を実施します。この計画を「地域公共交通計画」といいます。
※本協議会はこの「法定協議会」に該当します。 

 
本市がこれから策定する地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明

らかにする「マスタープラン」であり、地域の移動に関する関係者を集めて法定協議会の場で協議を⾏って
作成するものです。地域公共交通計画においては、従来のバスやタクシーといった既存の公共交通サービス
を最⼤限活⽤した上で、必要に応じて⾃家⽤有償旅客運送やスクールバス、福祉輸送、病院・商業施設・宿
泊施設・企業等の既存の⺠間事業者による送迎サービス、物流サービス等の地域の多様な輸送資源も最⼤限
活⽤することで、持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保し、市⺠や観光客などの幅広い利⽤者が利
⽤しやすい交通サービスが提供されることを⽬指します。 

地域公共交通計画は、地域の社会・経済を交通の⾯から⽀える基盤となるものです。そのため、計画を作
成することがすべての地⽅⾃治体の「努⼒義務」とされています。 

 
また、今後は地域公共交通計画を策定することで、地域公共交通の維持に対する国の⽀援制度である「地

域公共交通確保維持改善事業」が活⽤できるとともに、「地域公共交通特定事業」を活⽤した各種の公共交
通活性化策の実施に対して、特例制度や財政⽀援の特例等も活⽤できるようになります。 

 
参考資料：地域公共交通計画等の作成と運⽤の⼿引きなど 
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２、会議の構成員と役割 
  「法定協議会」では、地域における公共交通の持続可能な提供の確保に資するよう活性化及び再⽣のため

の主体的な取組及び創意⼯夫を推進し、もって個性豊かで活⼒に満ちた地域社会の実現に向けて取り組む
必要がありますので、各構成員の相互に協⼒いただき、利⽤促進に努めてまいります。 

会議の構成員の役割は「活性化再⽣法」によって定められており、協議にあたって基本的な構成員に求め
られる主な役割は下記のとおりとなっています。また、計画の内容に応じて適宜構成員を追加する事ができ
るようになっています。 

 
主な構成員 主な役割 

市町村 ・市町村としての⽅針を提⽰ 
・地域活性化やまちづくり等の⽴場からの発⾔ 

都道府県 ・市町村の境界を越えた広域的な視点での助⾔ 
市⺠・利⽤者 ・⽇頃から感じている利⽤する上での課題、困ったことを伝える 

・地域の視点から、公共交通に関する課題や必要な取り組みを提案 
交通事業者 ・公共交通運⾏の当事者としての助⾔ 

・ノウハウを活かした企画⽴案 
運転者団体 ・労働条件及び労働環境の観点での助⾔ 

・運⾏の実情を伝える 
道路管理者 ・道路管理上の観点から助⾔ 
公安委員会・警察 ・交通保安上の観点から助⾔ 
学識者 ・交通やそれに関連する分野の有識者としてアドバイス 
運輸局・⽀局 ・地域の公共交通のあり⽅について助⾔ 

参考資料：地域公共交通計画等の作成と運⽤の⼿引き     
 
※ 法定協議会の構成員は、主宰者から協議会への参加を求められた際、正当な理由なくして応じるこ

とを拒めない参加応諾義務があるほか、協議会で決まったことに対しての結果尊重義務がありま
す。 
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３、これまでの取組みと今後の進め⽅ 
本市におけるこれまでの主な公共交通関連施策、協議組織の位置付け、今後の進め⽅を下記に整理します。 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浦添市地域公共交通会議 
（道路運送法） 

R05~      浦添市地域公共交通活性化協議会（本協議会） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本協議会は（道路運送法）（活性化再⽣法）２つの機能を持っています 

R01 浦添市デマンド交通運⾏計画 
R02 第１期実証運⾏ 
R03 第２期実証運⾏ 

H22 浦添市コミュニティバス実証運⾏ 

第 1 回協議会（本⽇） 
 協議会の設置 
 計画策定に向けた現況整理に関する報告 

第３回協議会 
 パブリックコメント結果と反映 
 公共交通計画の策定 

第２回協議会 
地域公共交通計画（素案） 
 基本⽅針及び⽬標の設定 
 公共交通ネットワークのあり⽅及び⽅向

性・役割の設定 
 具体的事業等の設定 
 期待されるクロスセクター効果 
 計画の評価⽅法の設定 

審議結果を踏まえた地域公共交通計画（案） 
パブリックコメントの実施 

H27~ ⼩学校向けモビリティマネジメント 

R01 沖縄都市モノレール延伸区間開業 
R02 シェアサイクル開始 

（活性化再⽣法） （道路運送法） 

R04 城間線延伸実証実験 
その他関連する施策 

浦添市交通基本計画策定検討協議会 

H23 浦添市交通基本計画の策定 

H24 浦添市総合交通戦略の策定 

H30 浦添市コミュニティバス運⾏計画 

H29 ⽀線公共交通の基本的考え⽅ 
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【参考】⽀線公共交通導⼊の基本的考え⽅（H29 年度浦添市地域公共交通会議） 
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